
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日
提
出

質

問

第

一

九

九

号

電
力
の
自
由
化
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

河

野

太

郎
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電
力
の
自
由
化
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

一

政
府
は
先
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
の
中
で
「
託
送
料
金
に
つ
い
て
は
、
一
般
電
気
事
業
託
送
供
給
約
款
料
金
算

定
規
則
の
一
部
を
改
正
し
、
料
金
算
定
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
変
動
範
囲
外
発
電
料
金
に
つ
い
て
、
従

来
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
変
動
範
囲
内
発
電
料
金
の
三
倍
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
夜
間
時
間
そ
の
他
こ
れ
と
同
様
の

時
間
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
変
動
範
囲
内
発
電
料
金
の
二
倍
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
」
と
答
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
託
送
料
金
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
と
政
府
は
期
待
し
て
い
る
の
か
、
具

体
的
な
例
を
挙
げ
て
説
明
せ
よ
。

二

政
府
は
、
「
政
府
が
把
握
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
一
般
電
気
事
業
者
の
供
給
能
力
」
を
問
わ
れ
た
先
の
質
問
主
意
書
に
対

す
る
答
弁
書
の
中
で
、
「
経
済
産
業
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
「
今
冬
に
お
け
る
電
力
会
社
別
の
需
給
見
通
し
」
と

し
て
、
一
般
電
気
事
業
者
で
あ
る
北
海
道
電
力
株
式
会
社
、
東
北
電
力
株
式
会
社
、
東
京
電
力
株
式
会
社
、
中
部
電
力
株
式

会
社
、
北
陸
電
力
株
式
会
社
、
関
西
電
力
株
式
会
社
、
中
国
電
力
株
式
会
社
、
四
国
電
力
株
式
会
社
及
び
九
州
電
力
株
式
会

社
の
各
発
電
所
ご
と
の
供
給
力
を
公
表
し
て
い
る
」
と
答
え
て
い
る
が
、
こ
の
供
給
力
は
、
電
力
会
社
の
発
表
し
て
い
る
供

給
能
力
な
の
か
、
そ
れ
と
も
政
府
が
精
査
し
、
確
認
し
た
供
給
能
力
な
の
か
。
も
し
政
府
が
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら

一



ば
、
電
力
会
社
の
発
表
し
た
供
給
能
力
を
ど
の
よ
う
な
理
由
で
ど
う
変
え
た
の
か
。
政
府
は
、
原
発
が
再
稼
働
し
な
か
っ
た

場
合
に
供
給
不
足
に
な
る
と
喧
伝
し
て
い
る
が
、
そ
の
計
算
に
使
用
し
た
供
給
能
力
は
、
こ
こ
に
あ
げ
た
「
来
夏
の
供
給
力

内
訳

（
更
新
日：

二
〇
一
一
年
十
一
月
八
日
）
」
な
の
か
。
昨
年
十
一
月
八
日
以
降
更
新
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

三

「
来
夏
の
供
給
力
内
訳

（
更
新
日：

二
〇
一
一
年
十
一
月
八
日
）
」
の
中
で
関
西
電
力
の
火
力
発
電
の
宮
津
エ
ネ
ル

ギ
ー
研
究
所
一－
二
号
機
、
多
奈
川
第
二
・
一－

二
号
機
、
水
力
発
電
の
長
殿
一－

三
号
機
、
川
原
樋
川
一－

二
号
機
、
新

黒
部
川
第
二
・
一－

二
号
機
が
供
給
見
込
み
に
含
ま
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
他
の
自
家
発
電
一
〇
〇
万
ｋ
Ｗ
、
融
通
六

万
ｋ
Ｗ
の
根
拠
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

二


